
 

 

 

 

平成１９年度経営計画 
 

           

                                            平成１９年５月 

 

                                  沖縄県信用保証協会 
 
 
 
沖縄県信用保証協会は，公的な「保証機関」として，中小企業者の資金調達の円滑化を図り，中小企業 

 
者の健全な育成と地域経済の発展に貢献します。 

 
平成１９年度の経営計画として，以下に掲げる事項に取り組んで参ります。 

 

１１１．．．業業業務務務環環環境境境   
 

（１）沖縄県の景気動向 
  
  県内景況は，平成１９年度県経済見通しによると，前年度に引き続き好調な観光が景気回復をリー 
 
ドし，個人消費も底堅く推移することから最終需要は拡大し，生産面においても，観光が順調に伸び 
 
ることから，第三次産業を中心に増加が見込まれております。 

   
 この結果，県内総生産は３兆８，３７５億円程度となり，経済成長率は実質で２．２％程度のプラ 
 
ス成長になるものと見込まれております。 

  

（２）中小企業を取り巻く環境 
 
県内中小企業の景況については，全体的には持ち直しの動きの中にあり改善が続いているものの， 
 

業種によるバラツキが散見されるなど，中小企業を取り巻く経営環境については，引き続き注視して 
 
いく必要があります。  

   
県内の金融情勢については，企業全般で資金需要は依然として低調に推移し，主要地元金融機関の 

 
中小企業向け貸出金の残高合計は前年度を割り込んだ状況にあり，保証債務残高も減少傾向にありま 
 
す。 

 
 

２２２．．．業業業務務務運運運営営営方方方針針針   
 

  当協会は，平成１４年度決算において基本財産を取り崩す重大な事態に至ったことから，信用保証協 
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会法第３５条に基づく経営改善協会の選定を受け，早急な経営の健全化をめざすことを目標として，関 
 
係各方面のご支援，ご協力のもと平成１５年度を初年度とする「経営改善５ヵ年計画」を実施しており， 
 
平成１９年度は最終年度となります。 

  
 計画の実施状況については，保証承諾が年度により乖離はあるものの，事故・代位弁済の減少と相応 
 
の求償権回収があったことから，収支差額は平成１５年度計画額 △１，１３９百万円に対し△１，１７ 
 
０百万円，１６年度計画額 △６１５百万円に対し △４５６百万円となり，１７年度計画額△１９１百 
 
万円に対し△１７２百万円，１８年度計画額△３５百万円に対し２５５百万円となり，経営改善計画４ 
 
年目に黒字化することができ，経営改善は順調に推移しております。 

  
 一方，企業の支援・育成を一層強化するために，第三者保証人徴求の原則禁止やリスク考慮型保証料 
 
率の導入などを行って保証の拡大に邁進しております。また，本年１０月から責任共有制度等の見直し 
 
が行われるので，諸制度の実施，見直しが当協会の財務状況への影響度を常に把握し，健全経営を図り 
 
ながら盤石な経営体質を構築致します。 
 
 特に，保証推進に当たっては，金融機関との協力態勢が重要であるため保証業務の相談窓口を強化す 
 
ると共に，新たなる金融調達手法にも的確に対処し，円滑な資金供給に万全を期していきます。 

 
さらに，経営支援・再生支援体制の充実，求償権の効率的回収強化などを行うため，システム面の合 

 
理化・効率化を図ります。 
 
高い倫理観の涵養のためのコンプライアンスの充実・強化，迅速なる顧客サービスの一層の充実を図 
 

るなど，中小企業者の良きパートナーとして，引き続き「信頼される協会、顔の見える保証協会」を目 
 
指します。 

 

 

３３３．．．課課課題題題解解解決決決ににに向向向けけけてててののの方方方策策策   
 

（１）審査支援システムを活用することにより，保証審査の平準化・効率化を図るとともに中小企業者に 
 

対して迅速かつタイムリーな保証の実現を図ります。 
 
（２）不動産担保に過度に依存しない資金調達方法として創設された「売掛債権担保融資保証制度」につ 
 

いては，より一層の利用促進に取り組むこととし，前年度実績比５％増を目指します。   
 
（３）資格要件等の大幅緩和により，特定社債保証の推進強化に努め，資金調達の多様化に寄与します。 
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（４）金融環境に左右されやすい中小企業者に対し，積極的且つ弾力的な対応に努めるとともに，経営・ 
 

金融相談を充実強化します。 
 
（５）中小企業者の実態を的確に把握し，資金繰り円滑化借換保証の活用による返済負担の軽減を図りま 
 

す。 

 

（６）初期延滞先に対しては，取扱金融機関と協力して条件変更や資金繰り円滑化借換保証制度の活用を 

 

進めます。 

 

（７）代位弁済可能性のある先に対しては，実態を早期に見極め代位弁済手続きが遅れないようにし，適 

 

切な債権保全措置を行う。 

 

（８）中小企業者が気軽に相談できる「相談窓口」を活用するなど体制を整備し、審査担当又は中小企業 

 

診断士を活用した助言・提言を行って当該企業の問題点を抽出するなど積極的に支援を行います。 

 

（９）経営支援チームとの協力による事業再生保証制度の案件への対応，中小企業再生支援協議会との連 

 

携に取り組んで参ります。 
 

（10）年間回収目標額の設定及び管理を行い，文書，訪問督促（北部，宮古，八重山，久米島地域への出 

 

張督促を含む）を計画的に実施し，回収強化に努めます。 

 

    

４４４．．．保保保証証証承承承諾諾諾等等等ののの見見見通通通ししし   
 

  平成１９年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）は、以下の通りです。 

 

項 目 金 額 前年度計画比 

保証承諾 ８２３億円 １０２．０％ 

保証債務残高 １，４９９億円 １０５．８％ 

代位弁済  ３６億円 ９４．０％ 

  回  収 ３６億円 １０２．４％ 
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